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当資料は、信頼できると思われる情報に基づいて作成しておりますが、弊行がその正確性、確実性を保証するものではありません。ここに記載された

内容は事前の連絡なしに変更されることもあります。当資料は情報提供のみを目的としており、何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に
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１．輸出代金ユーザンス付回収の登録について 

(出所：「貿易与信登録管理システム(ユーザンス付回収部分)の手続きガイドラインに関する通達」) 

要件 
・２００８年１２月１日より、新規に発生した９０日を超える輸出代金ユーザンス付回収は、外貨管理局の

システムへの登録が必要。 

・【契約の登録】輸出契約に貿易代金のサイト付回収条項が含まれる場合、契約を締結した日より１５営

業日以内に、 または、輸出契約が無い、輸出契約にサイト付回収条項が無い、或いは９０日を超え

ないサイト付回収条項が含まれるものの回収サイトが９０日を超えることが予測される場合、輸出後９０

日に加えた１５営業日目に、若しくは、輸出契約がない、輸出契約にサイト付回収条項が無い、或い

は９０日を超えないサイト付回収条項が含まれるものの実際に代金回収が９０日を超える場合、輸出

日より９０日後の１５営業日前までに、登録。 

･【債権の登録】輸出契約に貿易代金のユーザンス付回収条項が含まれる場合、実際輸出した後、通

関証明書の発行日より９０日に加えた１５営業日目に、輸出契約が無い、輸出契約にユーザンス付回

収条項が無い、或いは９０日を超えないユーザンス付回収条項が含まれるものの代金回収が９０日を

超えることが予測される場合、実際の輸出日から９０日後から１５営業日以内に、若しくは、輸出契約

がない、輸出契約にユーザンス付回収条項が無い、或いは９０日を超えないユーザンス付回収条項

が含まれるものの実際に代金回収が９０日を超える場合、実際の輸出日から９０日後から１５営業日以

内に、契約の登録と同時にユーザンス付回収について登録。 

登録内容 

(第 6、12 条) 

・【取引銀行の登録】外貨管理局が債権の登録を確認した後、企業はシステムにて入金銀行を指定す

る。 

登録の取消 

(第 13、14 条) 

･ユーザンス付回収の決済を行う場合、特に税関当局等の要請がなければ、指定した銀行に対し登録

取消手続の申請をする。また、返品、回収代金の国外留保の当局認可取得、その他代金回収ができ

ない場合は、外貨管理局に取消の申請を行い申請企業所在地の外貨管理局が取消を確認する。 

ユーザンス 

登録可能額 

(第 11 条) 
･外貨管理局は企業の輸出代金ユーザンス付登録可能額に対して、当面規制しない。 

 

２．旧規定との比較について 

旧規定 
・対応する規定はなし。 

・ユーザンス付貿易代金の回収後、関連する外貨入金の核銷手続きを行う事が必要。 

新規定 ・９０日を超える輸出代金ユーザンス回収の場合は、外債登録が必要。 

 

以上 


